
【農業を営む皆様へ】

～不法滞在者や就労資格の無い外国人を雇うと～

○ 不法就労助長で３年以下の懲役若しくは３００万円以下

の罰金又はその両方を科せられることがあります。

○ 在留カードの「在留期間（満了日）」欄や「就労制限の

有無」欄を必ず確認してください。

不法就労
県内不法就労者数全国ワースト

（出入国在留管理庁統計）

（問い合わせ先）
茨城県警察本部
外事課・生活環境課
０２９－３０１－０１１０
若しくは最寄りの警察署へ
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